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伊方発電所の外部電源の信頼性確保に係る開閉所等の 
耐震性評価実施計画書の国への提出について 

 

 

 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は、当社事業に

つきまして格別のご理解を賜り、厚くお礼申し上げます。  

 

さて、平成２４年１月１９日付「原子力発電所等の外部電源の信頼性確保に

係る開閉所等の地震対策について（追加指示）」（平成 24・01・17 原院第 1号）

に基づき、当社伊方発電所の外部電源の信頼性確保に係る開閉所等の耐震性評

価実施計画書について、本日、国に提出しましたので、安全協定第 10 条第４項

に基づきご報告いたします。 
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１．はじめに 

平成２３年３月１１日の東北地方太平洋沖地震による揺れで、福島第一原子力発

電所内の開閉所における空気遮断器等に損傷が発生したことを受け、平成２３年６

月７日に経済産業省原子力安全・保安院指示文書「原子力発電所等の外部電源の信

頼性確保に係る開閉所等の地震対策について（指示）」（平成 23・06・07 原院第 1

号）が発出された。 

当社は、この指示文書に基づき、伊方発電所の開閉所等の電気設備が機能不全と

なる倒壊、損傷等が発生する可能性について、「変電所等における電気設備の耐震

設計指針（ＪＥＡＧ５００３－２０１０）による評価を実施し、開閉所の電気設備

および変圧器の設計上の裕度を確認したことから、「伊方発電所の外部電源の信頼

性確保に係る開閉所等の地震対策について（報告）」（平成２３年７月７日 原子力

発第１１１０６号、平成２３年９月１５日 原子力発第１１１９６号（補正））の

とおり中間報告を行った。なお、福島第一原子力発電所第１号機および２号機にお

ける空気遮断器等の損傷については、東京電力株式会社において詳細評価が行われ

ると聞いていたことから、その評価結果に基づく新たな知見の反映要否を含めて、

別途最終報告することとしていた。 

平成２４年１月１９日、東京電力株式会社より「福島第一原子力発電所内外の電

気設備の被害状況等に係る記録に関する報告を踏まえた対応について（指示）に対

する追加報告について」にて、福島第一原子力発電所第１号機および２号機の開閉

所の空気遮断器等の損傷原因は、開閉所において発生したと想定される地震動が設

計基準を大きく超過したことおよび他機器の倒壊時の荷重が機器間のリード線を

介して加わったこと等であることが、経済産業省原子力安全・保安院へ報告された。 

上記報告を受け、同日、経済産業省原子力安全・保安院指示文書「原子力発電所

等の外部電源の信頼性確保に係る開閉所等の地震対策について（追加指示）」（平成

24･01･17 原院第 1号）が発出された。 

本実施計画書は、「指示文書」に基づき当社が実施する耐震性評価の実施計画に

ついて取りまとめたものである。 

 

２．指示事項 

  平成２４年１月１９日に発出された経済産業省原子力安全・保安院指示文書にお

ける指示事項は以下のとおりである。 

（１）「福島第一原子力発電所内外の電気設備の被害状況等に係る記録に関する報告

を踏まえた対応について（指示）」（平成 23・05・16 原院第 7 号）に対する東京

電力株式会社の追加報告（平成２４年１月１９日）の解析結果および損傷原因を

考慮した上で、原子力発電所等の開閉所の電気設備および変圧器において、今後

発生する可能性のある地震を入力地震動に用いた耐震性の評価および対策の追

加的な実施を求める。 

（２）その実施計画について、平成２４年２月１７日までに経済産業省原子力安全・

保安院に対し報告することを求める。 
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３．当社の耐震性評価対象設備 

  当社伊方発電所において、耐震性評価の対象となる開閉所設備および変圧器を 

表１、表２に示す。 

 

表１ 当社伊方発電所の開閉所設備における評価対象設備 

発電所 号機 電圧階級 仕様 

1～3 号機 187kV ＧＩＳ※１ 

1,2 号機 66kV ＧＩＳ 伊方発電所 

3 号機 500kV ＧＩＳ 

※１ ガス絶縁開閉装置。以下同様。 

 

表２ 当社伊方発電所の変圧器における評価対象設備※２ 

発電所 号機 機器名称 電圧 

1 号機 起動変圧器 187kV/6.9kV 

1,2 号機 予備変圧器 66kV/6.9kV 

2 号機 起動変圧器 187kV/6.9kV 

主変圧器 500kV/22.5kV 

所内変圧器 22.5kV/6.9kV 

伊方発電所 

3 号機 

予備変圧器 187kV/6.9kV 

※２ 外部電源受電に必要な変圧器を対象としている。 

 

４．実施工程 

当社伊方発電所における開閉所設備および変圧器の耐震性評価実施工程を表３    

に示す。 

 

５．評価手順 

原子力発電所においては、開閉所設備と変圧器は耐震重要度上Ｃクラスとなって

おり、一般産業施設と同等以上の耐震性を保持していることを確認している。しか

し、今回の耐震性評価に当たっては、「指示文書」における「今後発生する可能性

のある地震を入力地震動に用いた耐震性の評価」を踏まえ、伊方発電所の基準地震

動Ｓｓをもとに、開閉所設備および変圧器の入力地震動を算定の上、耐震設計審査

指針および関連学協会規格・基準における評価基準を準用し評価するものとする。 

（１）入力地震動の算定 

開閉所設備および変圧器への入力地震動を算定する。 

（２）開閉所設備および変圧器の耐震性評価 

開閉所設備および変圧器の耐震性評価に当たっては、入力地震動によって生じ

る設備の応力等が評価基準を満足することを確認する。 
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６．対策 

「指示文書」における「対策の追加的な実施」については、本実施計画書におけ

る耐震性評価を踏まえて実施することとし、対策の完了後に取りまとめ次第報告を

行なう。 

 

以   上



 

 

     表３ 伊方発電所の開閉所設備および変圧器の耐震性評価実施工程（予定） 

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

報告

開閉所設備

　屋内開閉所

　　入力地震動算定

　　耐震性評価

　　　1,2号機 66kV

　　　1～3号機 187kV

　屋外開閉所

　　入力地震動算定

　　耐震性評価

　　　3号機　500kV

変圧器

　1,2号変圧器

　　入力地震動算定

　　耐震性評価

　3号変圧器

　　入力地震動算定

　　耐震性評価

対策検討／対策

平成26年度以降
平成24年度平成23年度

項目
平成25年度

▽耐震性評価報告（中間報告）※1

▽1/19 指示文書受領

▽2/17 実施計画書提出

▽四半期報告 ▽四半期報告 ▽四半期報告 ▽四半期報告 ▽四半期報告 ▽四半期報告

耐震性評価報告▽ 対策完了報告▽

3号機 主変圧器
3号機 所内変圧器
3号機 予備変圧器

地盤モデル作成

地震動算定

1号機 起動変圧器
1,2号機 予備変圧器
2号機 起動変圧器

地盤モデル作成

地震動算定

地盤モデル作成

地震動算定

地盤モデル作成

地震動算定

地盤モデル作成
　・地質断面図作成
　・解析モデル作成
地震動算定
　・入力地震動算定

 

※ １：耐震性評価報告（中間報告）では、代表設備の評価を報告する。 

※ ２：中間報告、四半期報告毎に評価の進捗を反映し、以降の評価スケジュールの変更について報告を行う。四半期報告は対策の完了まで継続して行う。 
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※２ 




